
Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
    第１章〜第 14 章 （略） 
 

料⾦表 （略） 
 
別表１〜７ （略） 
別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話
モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

カンボジア王国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

VIETTEL (CAMBODIA) PTE. LTD 
4 － Ａ

●

Ⅲ

○

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
    第１章〜第 14 章 （略） 
 
 

料⾦表（略） 
 

別表１〜別表 7 （略） 
別表 8 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話
モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

カンボジア王国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

VIETTEL (CAMBODIA) PTE. LTD
△４ － △Ａ 

△● 
△Ⅲ 

△ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 



タイ王国 
 

     

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ
␗
ロ
⑁
パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

スロベニア共和
国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Telemach Mobil, širokopasovne 
komunikacije, d.o.o. （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

 
（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 27 年 12 ⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ

提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 

タイ王国 
 

Advanced Info Service Public 
Company Limited 

２ － Ａ 
◆● 

Ⅰ 

○ 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ
␗
ロ
⑁
パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

スロベニア共和
国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

TUŠMOBIL d.o.o. （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

 
（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 27 年 11 ⽉ 30 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 

提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 



 
２ （略） 

 
別表９ （略） 

 
附則（平成 27 年 10 ⽉ 27 ⽇経企第 1292 号） 

この改正規定は、平成 27 年 11 ⽉１⽇から実施します。 

２ （略） 
 

別表９ （略） 
 

 
 
 
 
 
 

 



F O M A サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章〜第 14 章 （略） 
 

料⾦表（略） 
 

別表１〜別表８ （略） 
別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話
モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

カンボジア王国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

VIETTEL (CAMBODIA) PTE. LTD 
4 － Ａ

●

Ⅲ

○

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表（略） 

 
別表１〜別表８ （略） 
別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話
モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

カンボジア王国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

VIETTEL (CAMBODIA) PTE. LTD
△４ － △Ａ 

△● 
△Ⅲ 

△ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 



タイ王国 
 

     

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ
␗
ロ
⑁
パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

スロベニア共和
国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Telemach Mobil, širokopasovne 
komunikacije, d.o.o. （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

 
（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 27 年 12 ⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ

提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 

タイ王国 
 

Advanced Info Service Public 
Company Limited 

２ － Ａ 
◆● 

Ⅰ 

○ 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ
␗
ロ
⑁
パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

スロベニア共和
国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

TUŠMOBIL d.o.o. （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

 
（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 27 年 11 ⽉ 30 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 

提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 



２ （略） 
 
 

別表 10 （略） 
 

附 則（平成 27 年 10 ⽉ 27 ⽇経企第 1292 号） 
この改正規定は平成 27 年 11 ⽉ 1 ⽇から実施します。 

 
 
 
 
 

２ （略） 
 
 

別表 10 （略） 
 
 
 
 
 
 



I P 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
第１章〜第 15 章 （略） 
 
料⾦表 （略） 
 
別表１〜別表２ （略） 

 
 
    附 則（平成 27 年 10 ⽉ 27 ⽇経企第 1292 号） 
  （実施期⽇） 
 １ この改正規定は、平成 27 年 11 ⽉１⽇から実施します。 
  （経過措置） 
 ２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＩＰ 通信網サービスの料⾦その他の債務については、なお従前のと

おりとします。 
（その他） 

３ 経企第 633 号（平成 27 年６⽉ 24 ⽇）の附則第２項中「その契約者回線の提供開始⽇が平成 28 年 4 ⽉ 30 ⽇までの間」
を「その契約者回線の提供開始⽇が平成 28 年６⽉ 30 ⽇までの間」に改めます。 

４ 経企第 633 号（平成 27 年６⽉ 24 ⽇）の附則第３項を次のように改めます。 
 ３ 前項に規定する表中の区分(2)の適⽤がある場合において、そのＩＰ通信網契約に係る特定Ｘｉ等（次の(1)⼜は(2)を満た 
  すものに限ります。）⼜は特定Ｘｉ等が属する共有回線群を構成する他のＸｉ若しくはＦＯＭＡ（次の(1)⼜は(2)を満たすもの
  に限ります。）に係る契約の締結（いずれも、当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結したＦＯＭ
  Ａ契約⼜はＸｉ契約に係るものを除きます。）があった⽇を含む暦⽉の翌⽉の末⽇までの間に、そのＩＰ通信網契約（当社が 
  提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにＩＰ通信網契約を締結する場合及び特定ＦＴＴＨ事業者の契約 
  約款に規定するＩＰ通信網サービスの転⽤を利⽤して当社とＩＰ通信網契約を締結する場合を除きます。）の締結があったことを
  当社が確認したときは、対象⼯事費の⽀払いを要しません。 

(1) 総合利⽤プランを選択していること。 
(2) 当社が指定する端末設備の購⼊と同時にデータ専⽤プランを選択していること。 

 

 
第１章〜第 15 章 （略） 
 
料⾦表 （略） 
 
別表１〜別表２ （略） 
 

 


	Xi（対地拡大）
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	光工事費（再修正）

